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お知らせ

記号の見方　　…日時　　…場所　　…内容　　…対象者　　…定員　　…費用　　…申込日 容 儡所 定対 申

平
成
30
年�

農
業
用
免
税
軽
油
に
係
る
一
括

交
付
期
間
後
の
申
請
に
つ
い
て

問
栃
木
県
税
事
務
所
軽
油
引
取
税
調

　

査
担
当

　

撒
０
２
８
２（
23
）６
８
８
２

　

農
業
用
の
軽
油
引
取
税
免
税
証
に

つ
い
て
は
、
市
町
ご
と
に
申
請
期
間

を
設
け
て
申
請
の
受
付
を
し
て
お
り

ま
す
。

　

今
回
、
期
間
内
に
申
請
で
き
な

か
っ
た
方
に
つ
い
て
、
下
記
に
よ
り

申
請
を
受
け
付
け
ま
す
の
で
、
交
付

を
希
望
す
る
方
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
今
回
の
申
請
期
間
を
過
ぎ
ま

す
と
、
１
年
分
の
全
量
交
付
が
で
き

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
留

意
く
だ
さ
い
。

日
３
月
６
日（
火
）・
７
日（
水
）

　

各
日
と
も
９
時
〜
11
時
30
分
、
13�

　
時
〜
16
時

所
下
都
賀
庁
舎　

第
２
福
利
厚
生
棟�

　

２
階
会
議
室

　

（
栃
木
市
神
田
町
６-

６
）

対
象
地
区

　

栃
木
県
税
管
内
全
て
の
市
町

　

（
栃
木
市
、
小
山
市
、
下
野
市
、�

　

壬
生
町
、
野
木
町
）

申
請
の
際
に
持
参
す
る
も
の

（1）
免
税
軽
油
使
用
者
証

（2）
印
鑑

（3）
免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
報

　

告
書
（
※
新
規
申
請
以
外
の
方
）

　

（
納
品
書
又
は
領
収
書
を
添
付
、�

　

写
し
で
も
可
。
未
使
用
の
免
税
証

　

を
添
付(

原
本)

）

（4）
使
用
者
証
更
新
手
数
料　

４
２
０

　

円
（
※
新
規
申
請
及
び
使
用
者
証

　

更
新
の
場
合
）

（5）
耕
作
証
明
書
（
※
新
規
申
請
及
び

　

耕
作
面
積
が
変
更
に
な
っ
た
場�

　

合
）

※
使
用
者
証
更
新
の
み
の
場
合
、
耕

　

作
証
明
は
不
要
で
す
。

注
意
事
項

①
新
規
申
請
の
方
は
、
免
税
証
の
交

　

付
は
後
日
に
な
り
ま
す
。

②
平
成
30
年
の
一
括
交
付
で
は
、
地

　

方
税
法
の
規
定
に
よ
り
、
農
業
等

　

に
係
る
免
税
制
度
に
つ
い
て
は
現

　

在
平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で
の
経

　

過
措
置
と
な
っ
て
い
ま
す
。
現
時

　

点
で
は
制
度
延
長
が
未
定
の
た
め
、

　

今
回
の
一
括
交
付
で
交
付
と
な
る

　

数
量
は
前
年
度
交
付
し
た
１
年
間

　

分
と
同
数
量
が
限
度
と
な
り
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
交
付
数
量
が
増
と
な

　

る
方
に
つ
い
て
、
増
分
の
免
税
証

　

の
交
付
は
制
度
延
長
決
定
以
降
に

　

な
り
ま
す
。

③
新
規
申
請
及
び
免
税
機
械
の
追
加

　

や
入
替
え
を
さ
れ
る
方
は
、
機
械

　

を
取
得
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

　

書
類
（
契
約
書
・
納
品
書
・
領
収

　

書
等
）
を
持
参
す
る
か
、
機
械
の

　

「
メ
ー
カ
ー
名
」「
型
式
」「
馬
力
」

　

を
メ
モ
等
に
控
え
て
き
て
く
だ
さ

　

い
。

④
更
新
手
数
料
４
２
０
円
は
、
つ
り

　

銭
の
無
い
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い

　

し
ま
す
。

⑤
国
税
及
び
地
方
税
の
差
押
え
等
の

　

滞
納
処
分
を
受
け
ら
れ
た
方
は
、

　

処
分
解
除
の
日
か
ら
２
年
を
経
過

　

し
な
け
れ
ば
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

相
続
登
記
は
お
済
み
で
す
か
月
間

問
栃
木
県
司
法
書
士
会

　

撒
０
２
８（
６
１
４
）１
１
２
２

期
間　

２
月
１
日（
木
）〜
28
日（
水
）

　

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

所
県
内
各
司
法
書
士
事
務
所

相
談
内
容　

相
続
に
関
す
る
事
項

儡
無
料

※
相
談
に
つ
い
て
は
、
お
近
く
の
司

　

法
書
士
事
務
所
に
直
接
ご
連
絡
く

　

だ
さ
い
。

野
木
町
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
支
援
事
業�
野
木
町
再
発
見
の
史
跡
め
ぐ
り
②�
ー
中
谷
・
矢
畑
を
歩
く
ー

問
の
ぎ
・
歴
史
を
歩
こ
う
会　

関
根

　

撒（
57
）９
６
３
１

　

野
木
町
は
原
始
時
代
か
ら
た
く
さ

ん
の
歴
史
が
息
づ
い
て
い
ま
す
。
神

社
や
お
寺
か
ら
路
傍
の
野
仏
ま
で
何

気
な
く
見
て
い
る
風
景
の
中
に
も
歴

史
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
第
２
回
目

の
今
回
は
中
谷
地
区
を
歩
き
ま
す
。

ご
一
緒
に
歴
史
探
し
に
出
か
け
ま
せ

ん
か
。

日
２
月
８
日（
木
）９
時
〜
11
時
30
分

　

頃（
小
雨
決
行
）

集
合　

矢
畑
農
産
物
直
売
所
駐
車
場

対
町
在
住
在
勤
の
方

定
20
名

儡
２
０
０
円
（
傷
害
保
険
料
・
資
料

　

代
）　

※
当
日
徴
収

講
師　

関
根　

秋
雄
（
の
ぎ
・
歴
史

　

を
歩
こ
う
会
代
表
）

申
２
月
２
日（
金
）〜
６
日（
火
）

　

き
ら
り
館
（
撒（
23
）
１
２
３
１
）

　

へ


